
事業計画の施策体系

－１９－
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子ども·子育て支援新制度のポイント

１「施設型給付」「地域型保育給付」を創設します。

「子ども・子育て支援新制度」を理解する上で、
重要となる６つのポイントをまとめました。

●認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保
育等への給付（「地域型保育給付」）を創設します。　　　　　　　　　

２ 認定こども園制度を改善します。
●幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一体化し、学校及び児童福祉
施設として法的に位置づけます。

●認定こども園への財政措置を「施設型給付」に一本化します。

４ 市町村が実施主体となります。
●市町村は地域のニーズに基づき幼児期の学校教育・保育・子育て支援の提供につい
て計画を策定し、給付・事業を実施します。

●国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支えます。

３ 地域の子育て支援を充実します。
●地域の実情に応じた子育て支援（利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童ク
ラブ、一時預かり事業などの「地域子ども・子育て支援事業」）を充実します。

５ 新たな財源を確保して量の拡充や質の向上を進めます。
●消費税率の引き上げにより、0.7兆円程度の財源を確保します。

６ 平成27年4月からスタートします。



子ども・子育て支援新制度の事業概要

－２１－
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－２２－

子どもが
満３歳以上

３つの認定区分

1号認定（満3歳以上）

◎認定こども園での生活

（利用イメージ図）

０～２歳児

共通時間（4時間程度）

３～５歳児

保育

幼稚園 保育所認定子ども園 地域型保育

３号認定（満3歳未満）２号認定（満3歳以上）

教育を希望 保育を希望

子どもが
満３歳未満

小学校以降の教
育の基礎をつく
るための幼児期
の教育を行う学
校です。

幼稚園と保育所の
機能や特長をあわ
せ持った施設で
す。保護者の働い
ている状況にかか
わりなく、利用で
きます。

就労などのため
家庭で保育でき
ない保護者の代
わりに保育を行
う施設です。

原則定員19人以
下の少人数の施設
で、待機児童の多
い０～２歳児を預
かります。
小規模保育や家庭
的保育（保育ママ）
があります。

順次登園

長時間
利用児
短時間
利用児

就学前の教育・保育

順次降園
早朝 午前 午後 夕方

※幼稚園、保育所を通じて学級
による教育活動が行われます。

保育所

※新制度に移行しない施設については、「認定」は必要ありません。



子ども・子育て支援新制度の事業概要

－２３－

地域型保育事業の位置付け

保育の実施場所等

小規模保育
居宅訪問型
保育

事業所内
保育

家庭的保育

19人

6人
5人

1人

認
可
定
員

事業主体：市町村、民間事業者等

事業主体：市町村、
　　　　　民間事業者等

事業主体：事業主等事業主体：市町村、民間事業者等

保育者の居宅その他の場所、施設
（右に該当する場所を除く）

事業所の従業員の子ども
（従業員枠）

+
地域の保育を必要とする
子ども（地域枠）

保育を必要とする
子どもの居宅
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子ども・子育て支援新制度の事業概要

－２５－

実態調査の実施（就学前・小学生）

家庭類型の分類（現状）

家庭類型の分類（潜在）

家庭類型（潜在）別児童数の算出

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出教育・保育の量の見込みの算出

整備量の検討

確保策の検討

整備量の検討

確保策の検討

参酌標準の設定

転職・就労希望から算出

人口推計

１　１号認定（教育標準時間）
２　２号認定（幼稚園）
３　２号認定（認定こども園及び保育
所）

４　３号認定（認定こども園及び保育
所+地域型保育）

１　時間外保育事業
２　放課後児童健全育成事業
３　子育て短期支援事業
４　地域子育て支援拠点事業
５　一時預かり事業
６　病児・病後児保育事業
７　子育て支援活動支援事業（ファミ
リー・サポート・センター事業）

８　利用者支援事業

【家庭類型】

タイプA：ひとり親家庭

タイプB：フルタイム×フルタイム

タイプC：フルタイム×パートタイム（月120時間以上

+48時間～120時間の一部）

タイプD：専業主婦（夫）

タイプE：パートタイム×パートタイム（双方が月120

時間以上+48時間～120時間の一部）

タイプE’：パートタイム×パートタイム（いずれかが

48時間未満+48時間～120時間の一部）

タイプF：無業×無業
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幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保の方策

－２７－
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幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保の方策
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－３０－

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所

確保方策 １か所 ２か所 ４か所 ４か所 ４か所

①利用者支援事業

〈事業内容〉
子ども又はその保護者の身近な場所で、子育て家庭の「個別ニーズ」の把握に努め、
教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行
うとともに、関係機関との連絡調整等を実施します。

〈現状〉
平成２７年度からの事業となります。別府市においては「べっぷ子育てガイドブック」
を児童家庭課等行政窓口に配置し必要な情報を提供するとともに、健康づくり推進課の
実施する乳幼児健診時に配布して、現在子育てをしている方やこれから子育てをする方
に、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう情報提供しま
す。

〈確保策に対する考え方〉
子ども及びその保護者等、または妊娠している方が身近な場所で、教育・保育施設や
地域の子育て支援事業等を円滑に利用できることが必要なことから、日常的に利用で
き、かつ相談機能を有する施設や市町村窓口などを中心に子育て家庭の「個別ニーズ」
の把握に努め、支援事業等の情報提供や相談・助言、関係機関との連絡調整を実施し
て、必要な支援が受けられるような体制作りを目指します。

〈事業実施場所〉
別府市全域

〈平成２５年度実績〉
０か所

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉



地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の方策

－３１－

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み
６か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所

４１，８４４人 ４０，９８０人 ４０，７０４人 ４０，３９２人 ４０，０９２人

確保方策
６か所 ６か所 ６か所 ６か所 ６か所

６５，７５１人 ６４，７１８人 ６３，６８５人 ６２，６２７人 ６９，６０９人

②地域子育て支援拠点事業

〈事業内容〉
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情
報の提供、助言その他の援助を行います。

〈現状〉
児童数の減少や核家族化、地域のつながりの希薄化等の社会的背景の中、保護者は子
育てが孤立化し子育てに関する不安感や負担感を抱いています。また、男性の子育ての
関わりも少ないのが現状です。地域子育て支援拠点施設においては、交流の場の提供、
交流の促進、子育てに関する相談・援助、地域の子育て関連情報提供、子育て及び子育
て支援に関する講習の開催等の事業を実施しています。
加えて、児童数が減少し子ども同士や地域との関わりが少なくなり、子どもとしての
社会的ルールを知らないままに成長期を過ごしてます。よって、児童館においては、児
童育成支援活動、地域活動育成支援、子育て支援、ボランティア活動受入事業を実施す
ると共に、地域児童の育成環境をより良くしていくため、地域住民を巻き込んで事業を
展開していく必要があると考えられます。そのためには、社会的経験豊かな地域の人た
ちが持っている豊かな知恵や技術、遊びを子どもたちに伝授するボランティアの受け入
れが不可欠となります。

〈確保策に対する考え方〉
市報やホームページ等での広報、講習会の実施や地域との連携により、子育て支援の
強化を図ります。行政の保健師や栄養士・子育て援助係・地域の民生委員・主任児童委
員との関係を密接にし、子育ての悩みなどを解消していきます。また、保育所、一時預
かり、ファミリー・サポート・センター等への情報提供等に努めていきます。
また、児童館においては認知度を向上させる為に、活動内容の情報発信に努めるとと
もに地域において各種交流活動を実施し、地域の皆さんや専門機関との連携した取組の
中で、子どもたちが健全な育ちが出来るように支援を行います。更に、新しい施設の建
設について候補地を検討し、早期実現を目指します。

〈事業実施場所〉
地域子育て支援センター

〈平成２５年度実績〉
◆地域子育て支援センター：６か所 延べ利用人数３１，４１３人
◆児童館：４か所 延べ利用人数３４，３３８人

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉
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２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み １２，９３６人 １２，５７２人 １２，２２２人 １１，９００人 １１，６２０人

◆健診回数 １４回

確保方策 ◆実施場所 県内医療機関
※県外でも対応可能だが、事前の相談が必要。

◆実施時期 妊娠期間

③妊婦健康診査事業

〈事業内容〉
安心・安全に出産を迎えるために、妊娠中の定期的な健康診査により、母子の健康状
態を把握するため、その費用を助成します。

〈現状〉
安全・安心な妊娠の継続、出産のために、妊娠が正常に経過していることを確認し、
母児ともに健全な状態で妊娠・分娩を終了させることを目的に、合計１４回の健康診査
を受けることが出来ます。遅い週数での妊娠届出により国の示す妊婦健診回数を満たす
ことができない妊婦がいたり、また、妊娠届出をせず妊婦健診を一度も受けないまま、
もしくは妊娠届出をしても極端に妊婦健診の回数が少ないまま出産を迎える方もいま
す。

〈確保策に対する考え方〉
妊娠届出や妊婦健診の必要性についての広報を行い、母子健康手帳交付時の周知の徹
底、妊婦健康診査受診が滞っている妊婦へ保健師からの働きかけができるように、産科
医療機関の協力を得るなどして体制を整えます。

〈事業実施場所〉
全国

〈平成２５年度実績〉
延べ受診件数 １０，８０６人

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉



地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の方策

－３３－

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み ８１８人 ８０１人 ７９６人 ７８９人 ７８３人

確保方策
◆実施機関 別府市

◆実施体制 保健師

④乳児家庭全戸訪問事業

〈事業内容〉
生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供
並びに乳児及びその保護者の心身の状況・養育環境の把握を行うほか、養育についての
相談に応じ、助言その他援助を行います。

〈現状〉
乳児家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩
みを聞き、母子保健サービスの情報提供及び養育環境等の把握、子育て支援に関する必
要な助言を行っています。
訪問実施率は約９５％（約９８％対面数含）で、未訪問の理由は転出や訪問の同意を
得られなかった、長期里帰り等が挙げられます。また、里帰り先での訪問を希望する場
合、当該市町村に訪問依頼を行っています。

〈確保策に対する考え方〉
母子健康手帳交付や転入手続き等の行政窓口や産科医療機関の協力を得て、本事業の
周知を徹底するとともに、ペリネイタルビジット事業と連携することで、ハイリスク妊
産婦に対してより必要な支援が受けられるような体制の強化を図っていきます。また、
全戸訪問の同意を得られない方には、保健センターへの来所等にて母子の状況把握に努
めていきます。

〈事業実施場所〉
別府市全域

〈平成２５年度実績〉
家庭訪問件数 ８６９件

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉
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２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み １９４件 １９４件 １９４件 １９４件 １９４件

確保方策
◆実施機関 別府市

◆実施体制 保健師・保育士・主任児童委員

⑤養育支援訪問事業

〈事業内容〉
乳児家庭全戸訪問事業等により把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と
認められる世帯などに対し、その養育が適切に行われるよう、養育に関する相談、指
導、助言その他必要な支援を行います。

〈現状〉
母子保健事業や関係機関からの連絡・通告によって把握したケースについて、児童家
庭課子育て援助係が行うケース受理会議等で、支援が特に必要と判断されたケースの児
童及びその養育者を対象として、子育て支援相談員、保健師等が具体的な養育に関する
指導助言等を訪問により実施します。

〈確保策に対する考え方〉
子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となっ
ている家庭に対して積極的アプローチを行います。適切な養育が行われるよう、対象家
庭にきめ細かな専門的支援を行っていくため、関係機関との連携を図り情報収集に努め
ていきます。
必要に応じて児童相談所や関係機関等と連携し対応します。特に乳児家庭に対して
は、母子保健担当課との連携を強化し複数の観点から、短期・集中的な支援を行いま
す。

〈事業実施場所〉
別府市全域

〈平成２５年度実績〉
家庭訪問延べ件数 １８６件

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉
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－３５－

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み １４３人 １４３人 １４３人 １４３人 １４３人

確保方策
１４３人 １４３人 １４３人 １４３人 １４３人

５か所 ５か所 ５か所 ５か所 ５か所

⑥子育て短期支援事業

〈事業内容〉
保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難
となった場合などに、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設におい
て、一定期間、養育・保護を行います。

〈現状〉
利用理由としては、利用児童の兄弟姉妹の病気入院に伴う養育者の付添看護、養育者
の入院、精神疲労、就労を目的とした資格取得のための講習会参加（県外）など多岐に
わたっています。
利用日数は、１泊２日が６件、２泊３日が９件、３泊４日が２件、４泊５日１件、５
泊６日が３件、６泊７日が５件です。（平成２５年度実績）

〈確保策に対する考え方〉
家庭での養育が一時的に困難となり支援が必要な家庭に対して、受入施設と行政が連
携し、速やかに対応できる体制のさらなる充実を目指すため、きめ細かなニーズを把握
し、トワイライト（夜間預かり支援）などの導入必要性の検討を行います。
利用者に必要な支援を見極め、様々な子育て支援サービス（一時保育、ファミリー・
サポート・センター）の中から適切な支援を提供します。

〈事業実施場所〉
別府市内児童養護施設等

〈平成２５年度実績〉
利用件数２６件 延べ利用人数４４人

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉



第４章 子ども・子育て支援法にかかる事業計画

－３６－

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み
（就学児） ８５人 ８４人 ８２人 ８０人 ７８人

確保方策
（就学児） １８０人 １７７人 １７４人 １７１人 １６９人

確保方策
（未就学児） ７２４人 ７１３人 ７０１人 ６９０人 ６７８人

⑦ファミリー・サポート・センター事業

〈事業内容〉
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預
かりの援助を受けたい人と援助を行いたい人との相互援助を行います。

〈現状〉
児童数の減少や核家族化、地域のつながりの希薄化等の社会的背景の中、就労形態は
多様化するとともに保護者の育児疲れや緊急時の対応が求められています。
児童の預かりの援助を受けたい方と希望する援助を行う方との相互援助活動に関する
連絡、調整を行うもので、昨年度は依頼相談の全てに対応する９０４件の援助活動を行
いました。対象は概ね３か月～小６までで、利用料は月曜日から金曜日の７：００～
１９：００が６００円／時間、それ以外の時間帯と土・日曜日、祝日は７００円／時間
となっています。
利用目的の主なものとして、保育所・幼稚園・放課後児童クラブなどの送迎や保護者
の仕事・病気・求職活動・地域や学校行事の参加・冠婚葬祭・リフレッシュ等が挙げら
れます。そして、保護者には緊急時に対応出来るようにするため、会員登録の必要性を
訴える必要があります。
また、おねがい会員２９３人、まかせて会員１３５人が登録（平成２５年度）してい
ますが、まかせて会員が少ない地域があるため、事業の周知に努め、少ない地域のまか
せて会員の拡大を図っています。

〈確保策に対する考え方〉
市報に特集記事を組むことにより広く事業を周知するとともに、定期的に発行する情
報誌を商業施設や保育施設等に配置して周知の効率化を図ります。地区の自治会、主任
児童委員や民生委員等の会議に参加して広報活動を広く実施します。

〈事業実施場所〉
別府市全域

〈平成２５年度実績〉
対応件数：就学児１８０人、未就学児７２４人

〈平成２７年度～３１年度までの確保方策〉



地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の方策

－３７－

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み ２，１５９人 ２，１１６人 ２，０９７人 ２，０７６人 ２，０５６人

確保方策
３，６０５人 ３，５４８人 ３，４９２人 ３，４３４人 ３，３７６人

４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み ７５，７４２人 ７４，３７３人 ７３，２７１人 ７２，１９５人 ７１，０５７人

確保方策
７５，７４２人 ７４，３７３人 ７３，２７１人 ７２，１９５人 ７１，０５７人

７か所 ７か所 ７か所 ７か所 ７か所

⑧一時預かり事業（a：幼稚園型以外）

〈事業内容〉
保育所等を利用していない家庭において、一時的に家庭での保育が困難となった場合に、保

育所等において児童を一時的に預かります。

〈現状〉
保護者の勤務形態や傷病等の緊急な理由により、家庭で保育できなくなった時、きょうだい

児の学校行事、育児疲れを解消したい時などに、一時的に保育所に預けることができます。
事業内容としては、単に預かるのではなく保育所の通常保育に準じた保育を実施するととも

に、前日迄に申込を受付けることにより対象児の聞き取りを行い、その児童に合った対応をす
るようにしています。

〈確保策に対する考え方〉
各施設の受入人数の向上に努めるために、別府市ホームページや携帯サイト等により、一時

預かり事業や実施施設の広報を充実させ事業をより広く周知していきます。また、安心・安全
な預かり体制作りや質の高い預かり保育が出来る様に努めていきます。

〈事業実施場所〉
別府市全域

〈平成２５年度実績〉
施設数：４か所 延べ利用人数：３，６０５件

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉

⑧一時預かり事業（b：幼稚園型）

〈事業内容〉
幼稚園・認定こども園において在籍園児を対象として、教育時間前後の預かり保育を行いま

す。

〈現状〉
平成２７年度からの事業となります。通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護

者の要請等に応じて希望する園児を対象に実施していきます。

〈確保策に対する考え方〉
保護者のニーズに対応するため、幼稚園型一時預かり事業を実施する幼稚園・認定こども園

に事業を委託します。なお、公立幼稚園での実施については、幼稚園での受け入れを含め関係
機関と協議・検討していきます。

〈事業実施場所〉
別府市全域

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉



第４章 子ども・子育て支援法にかかる事業計画

－３８－

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み ７８９人 ７７４人 ７６５人 ７５７人 ７４８人

確保方策
１，１７１人 １，１５３人 １，１３４人 １，１１５人 １，０９７人

２６か所 ２６か所 ２６か所 ２６か所 ２６か所

⑨延長保育事業

〈事業内容〉
就労形態の多様化等に伴い、保育所等において開所時間を超えて、在籍園児を保育し
ます。

〈現状〉
共働き家庭の増加、核家族化の進行、通勤時間の増加、女性就労の増加や就労態様の
変化等による環境の厳しさに対応し、就労と育児の両立支援をするために実施していま
す。別府市においては、認可保育所２６園の全てが実施しています。
認可保育所の実施時間は１８：００から１９：００がほとんどです。３園が２０：００
までとなりそのすべての受入に対応出来ていますが、長時間の利用の増により預かりに
伴う子どもへの影響が懸念されます。

〈確保策に対する考え方〉
預かり時間内における安全確保に努めるため、保育士の配置の充実を図り、保育士の
質の向上に努めると共に、各利用年齢に対応した環境整備を促進します。

〈事業実施場所〉
別府市全域

〈平成２５年度実績〉
施設数：２６か所、登録人数１，１７１人、延べ利用人数３７，９６９人

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉



地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の方策

－３９－

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み ５５６人 ５４５人 ５３９人 ５３３人 ５２７人

確保方策
１，０６９人 １，０５２人 １，０３５人 １，０１８人 １，００１人

１か所 １か所 １か所 １か所 １か所

⑩病児・病後児保育事業

〈事業内容〉
児童が病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、保育所・医療機関等に付設され
た専用スペース等において保育及び看護ケアを行います。

〈現状〉
子どもが病気の際、保護者が就労等で仕事を休めないとき、病児保育で受け入れるこ
とで保護者の就労支援につながっています。制度の利用拡大を図るため、病児・病後児
保育制度を知らない世帯への周知が必要となってきます。

〈確保策に対する考え方〉
市報やホームページ等での広報を実施し、病児・病後児制度を知らない世帯への周知
活動を強化します。利用者に対して、病気の時だけでなく日常から保育を行う中で、子
どもを見守る目を養うことも必要なことから、保育所や子育て支援センターなどと連携
して、親子の関わりの大切さを伝えていきます。

〈事業実施場所〉
別府市全域

〈平成２５年度実績〉
施設数：１か所 延べ利用人数：１，１４０人

〈平成２７年度～３１年度までの量の見込みと確保方策〉



第４章 子ども・子育て支援法にかかる事業計画

－４０－

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

量の見込み １，１６３人 １，１６０人 １，１５６人 １，１５３人 １，１４９人

確保方策
１，１６３人 １，１６０人 １，１５６人 １，１５３人 １，１４９人

２３か所 ２４か所 ２５か所 ２６か所 ２６か所

⑪放課後児童健全育成事業

〈事業内容〉
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終
了後に空き教室・その他公共施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その
健全な育成を図ります。

〈現状〉
放課後児童健全育成事業に取り組んでいる２２施設と業務委託契約を締結していま
す。（平成２６年度中に、第２南立石放課後児童クラブを整備し２３施設になりました）
※国・県の補助制度活用。
対象児童は、国のガイドラインに沿って、仕事などで昼間保護者が家庭にいない小学
校１～３年生を基本としていますが、現状は大半のクラブで小学校４～６年生も受け入
れています。また、別府市独自の取り組みとして、幼稚園児も受け入れています。（平
成２６年４月時点で２１６人）※幼稚園の受入に関しては国・県補助金対象外になって
います。

〈確保策に対する考え方〉
基準を超えて児童を受入れているクラブについて、関係機関等と協議を行うととも
に、年次計画に沿った施設整備を行い、適正な規模での運営体制確保を図っていきま
す。
各クラブの運営主体ならびに指導員との連携を図り、社会情勢の変化に伴う施設運営
の状況等を的確にとらえ、スムーズな運営が図られるよう指導していきます。

〈事業実施場所〉
別府市全域

〈平成２５年度実績〉
施設数：２２か所、登録児童数：１，１１２人

〈平成２７年度～３１年度までの確保方策〉



幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保の内容
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子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携
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子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携
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第４章 子ども・子育て支援法にかかる事業計画
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